
 

 

 

ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助をしたい人（援助会員）

がセンターの会員になって子育てを助け合う会員組織です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                            

                                     

ファミリー・サポート・センター 

 

依頼会員に登録するためには 

「ファミリーサポート説明会」に 

参加下さい（要予約） 

毎月第 3 土曜日（10：00～11：30） 

＜登録に必要なもの＞ 

●証明写真 4×3 ㎝、3×2.5 ㎝各 1 枚 

●印鑑 

事前に会員登録が必要です 

🌼サポート内容🌼 

●保育所（園）や幼稚園等の送迎 

●保育所（園）や幼稚園等の開始前や終了後、子どもを預かってもらう 

●学校や放課後児童クラブの終了後、子どもを預かってもらう       

●その他保護者が病気や急な用事の時に、子どもを預かってもらう 

●当日急な用事ができたときに、子どもを預かってもらう（※） 

●子どもが軽い病気や回復期に、預かってもらう（※） 

●子どもを夜間に見る人がいなくて、宿泊させてもらう（※） など 

以上のような場合、一時的に子どもを預けることができる支援事業です。 

ご利用には会員登録が必要です。 

<※は緊急サポート扱いになります。希望の利用依頼に応じられないこともあります。> 

 

 

 前日までの申込み 当日の申込み 

平

日 

7：00～20：00 720 円/時間 1,000円/時間 

20：00～22：00 840 円/時間 1,200円/時間 

上記以外の時間 

（宿泊扱い） 
5,000円/回 5,000円/回 

土
・
日
・
祝
日 

7：00～20：00 840 円/時間 1,200円/時間 

20：00～22：00 960 円/時間 1,200円/時間 

上記以外の時間 

（宿泊扱い） 
5,000円/回 

 

5,000円/回 

 

宿泊 22：00～翌 7：00 5,000円/回 5,000円/回 

 

※キャンセル料・・・●前日までの取り消し：無料 
●当日の取り消し：半額 

          ●無断取り消し：全額 

※入会金・会費・・・無料   

※兄弟は、同じ活動時 2 人目から半額 

 

 

援助できる日時に子ども 

を預かっていただきます。 

➀援助の依頼   ②援助の依頼 

③援助会員の紹介   ⑥活動報告書提出 

 

④事前の打ち合わせ・相互援助活動 

⑤活動終了・利用料の受け渡し 

 
依頼会員 

 ファミリー・サポート・センターのシステム 

 

ファミリー・サポート・センター 

（アドバイザー） 

 

援助会員 

子どもを預かってほし

いとき利用できます。 

🌼依頼会員🌼 

おおむね小学生以下の子どもを持つ名張市在住・在勤の方 

※依頼会員と援助会員をかねる事ができます（両方会員）  

🌼援助会員🌼 

・名張市在住で、子育ての援助を行いたい方 

・子どもの好きな方、社会参加をしてみたいと思っている方 

※なばり子育て支援員研修を受講していただきます。 

 

名張市ファミリー・サポート・センター 

（こども支援センターかがやき内） 

〒518-0643 名張市桔梗が丘西３番町３街区１０７番地  

☎６６－３９１５ FAX６６－５６５０ 

受付時間 午前９時３０分～午後５時 火曜日～土曜日  

（ただし月曜日が祝日・振替休日の場合翌日が休みとなります。 

12 月 29 日～1 月 3 日も休みとなります。）   

 

🌼利用時間・利用料金🌼 

 

●依頼会員 ●援助会員 ●両方会員 

会員募集中 

自宅で子育てをサポートしていただく援助

会員さんを募集しています。子育てが一段落

した方、子育てを援助することで地域社会に

参加したい方など、ぜひ会員登録をしてくだ

さい。子育て中の方も大歓迎です。 

 お問い合わせ 
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